
平成24年3月30日医政発0330第28号厚生労働省医政局長通知
『医療計画について』（抜粋）

法第30条の11の「医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合」とは、
原則として法第7条の2第1項各号に掲げる者以外の者が、病院の開設又は病院の
病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合、又は診療所の
病床の設置若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、そ
の病床の種別に応じ、その病院又は診療所の所在地を含む二次医療圏又は都道府
県の区域における既存の病床数が、医療計画に定める当該区域の基準病床数に既
に達している場合又はその病院又は診療所の開設等によって当該基準病床数を超
えることとなる場合をいうものであること。

病院又は診療所の開設者に変更があった場合であっても、その前後で病床の種
別ごとの病床数が増加されないときは、勧告は行わないこと。

８．都道府県知事の勧告について

（１）

（４）



診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別そ
の他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で
定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなけれ
ばならない。

医療法第7条第3項

第7項
法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

第二号
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児

医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供
されるために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けよ
うとするとき。

医療法施行規則第1条の14




